
京 都 大 学 国 際 科 学 イ ノ ベ ー シ ョ ン 棟 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

（施設） 

第３条 イノベーション棟に、次の各号に掲げる施設

その他の施設を置く。 

(1) 事務室及び実験室（以下「長期使用施設」とい

う。） 

(2) シンポジウムホール、会議室、ミーティングル

ーム及びラウンジ（以下「一時使用施設」という。） 

 

 

 
 
 （統括管理者） 
第４条 （略） 
（開館日） 

第５条 イノベーション棟は、次の各号に掲げる休館

日を除き毎日開館する。 

 

(1)～(5) 

２   

 （後 略） 
 

 
（施設） 

第３条 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) ベンチャーインキュベーションセンター（以下

「センター」という。） 
２ センターに関し必要な事項は、次条に定める統括

管理者が定める。 

 （統括管理者） 
第４条 （同 左） 
（開館日） 

第５条 イノベーション棟（センターを除く。以下同

じ。）は、次の各号に掲げる休館日を除き毎日開館

する。 

(1)～(5) 

２ 

 
   附 則 
 この規程は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

（略） （同 左） 

（同 左） 


